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江南市立古知野児童館及び藤ケ丘児童館に係る指定管理者の 

指定期間の変更について 

 

 

１ 現行の指定 

公の施設の名称  江南市立古知野児童館 

江南市立藤ケ丘児童館 

指 定 管 理 者  江南市古知野町小金８７番地 

特定非営利活動法人キッズサポート江南 

指 定 の 期 間  令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

２ 指定の期間の変更 

変更前  令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで 

変更後  令和４年４月１日から令和８年６月３０日まで 

 

３ 変更の理由 

 （仮称）多世代交流プラザ内に整備される新たな児童館の供用が令和８年７月

（予定）になることから、古知野児童館及び藤ケ丘児童館の指定管理による管

理・運営を令和８年６月まで継続する必要があるが、その期間が１年３月と短い

ため、現在の指定管理者の指定期間を変更（延長）することで、２児童館の良好

な管理・運営を継続させるため。 

 

４ スケジュール 

日にち 内容 

令和６年 ８月２１日（水） 政策会議（延長報告） 

９月 議会報告（厚生文教委員協議会） 

１２月下旬 議会の議決（１２月定例会） 

１２月下旬 指定の告示 

令和７年 １月 指定管理者との変更協定書締結 

令和７年 ４月１日～ 第４期指定期間延長開始 

健康こども部子育て支援課 



※参考 

 ６年度 ７年度 
８年度 

４月 ５月 ６月 ７月 

施
設
状
況 

古知野児童館 開館 閉館 

藤ケ丘児童館 開館 閉館 

交通児童遊園 開館 閉館 

新児童館 整備・開館準備 供用開始 

 

現在の指定管理者、指定の期間 

 ６年度 ７年度 
８年度 

４月 ５月 ６月 ７月 

指
定
管
理 

古知野児童館 
ＮＰＯ  

閉館 

藤ケ丘児童館 閉館 

交通児童遊園 直営 閉館 

新児童館 整備・開館準備 供用開始 

 

 

 

指定の期間の変更案 

 ６年度 ７年度 
８年度 

４月 ５月 ６月 ７月 

指
定
管
理 

古知野児童館 
ＮＰＯ 

 閉館 

藤ケ丘児童館 閉館 

交通児童遊園 直営 閉館 

新児童館 整備・開館準備 供用開始 

 

 

 

期間の変更 


